
  
 

一

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
特
定
給
付
金
等
が
受
給
権
者
に
迅
速
か
つ
確
実
に
給
付
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
給
付
名
簿
の
作

成
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
給
付
名
簿
情
報
の
正
確
性
の
確
保
及
び
給
付
名
簿
の
作
成
等
に
関
す
る
事
務
の
効
率
的

な
処
理
に
資
す
る
た
め
の
口
座
名
簿
の
作
成
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
給
付
金
等
」
と
は
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
災
害
若
し
く
は
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
に
行
政
機
関
等
（
行
政
機
関
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。
）
、
地
方
公
共
団
体
、
独

立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
給
付
す
る
金
銭
若
し
く
は
物
品
で
あ
っ
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
又
は
経
済
事
情
の
急
激
な
変

動
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
行
政
機
関
等
が
給
付
す
る
金
銭
若
し
く
は
物
品
で
あ
っ
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
を
い



 

  
 

二

う
。 

２ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
給
付
名
簿
」
と
は
、
特
定
給
付
金
等
の
給
付
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
名
簿
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
給
付
名
簿
情
報
」
と
は
、
給
付
名
簿
に
記
載
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も

っ
て
調
製
す
る
給
付
名
簿
に
あ
っ
て
は
、
記
録
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
情
報
を
い
う
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
口
座
名
簿
」
と
は
、
特
定
給
付
金
等
そ
の
他
の
公
的
給
付
又
は
国
税
に
係
る
還
付
金
等
の
振
込
み

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
に
係
る
名
簿
を
い
う
。 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
口
座
名
簿
情
報
」
と
は
、
口
座
名
簿
に
記
載
（
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

も
っ
て
調
製
す
る
口
座
名
簿
に
あ
っ
て
は
、
記
録
。
同
条
第
一
項
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
情
報
を
い
う
。 

 

（
給
付
名
簿
の
作
成
） 

第
三
条 

行
政
機
関
等
の
長
は
、
特
定
給
付
金
等
を
給
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特

定
給
付
金
等
に
係
る
給
付
名
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

給
付
名
簿
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  
 

三

 
（
給
付
名
簿
の
記
載
事
項
） 

第
四
条 

給
付
名
簿
に
は
、
特
定
給
付
金
等
を
受
け
る
べ
き
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
す
る
。 

 

一 

氏
名 

 

二 

生
年
月
日 

 

三 

住
所 

 

四 

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
第
七
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

五 

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。
第
七
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他

の
連
絡
先 

 

六 

特
定
給
付
金
等
と
し
て
金
銭
を
給
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
に
係
る
金
融
機
関
等
（
預
金

保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保

険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
水
産
業
協
同
組
合
を
い
う
。
第
七
条
第
六
号



 

  
 

四

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
店
舗
並
び
に
預
金
又
は
貯
金
の
種
別
及
び
口
座
番
号
並
び
に
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の

名
義
人
の
氏
名 

 

七 

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項 

 

（
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
） 

第
五
条 

行
政
機
関
等
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
給
付
名
簿
情
報
を
適
切
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
口
座
名
簿
の
作
成
） 

第
六
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
給
付
名
簿
情
報
の
正
確
性
の
確
保
並
び
に
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
名
簿
の
作
成
及

び
前
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
効
率
的
な
処
理
に
資
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
の
口
座
名
簿
へ
の
記
載
を
希
望
す
る
旨
の
個
人
の
申
出
に
基
づ
き
、
口
座

名
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
出
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
出
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
送
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 



  
 

五

３ 

口
座
名
簿
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
続
が
行
わ
れ
る
際
に
当
該
手
続
を
行
う
者
か
ら
次
条
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
係
る
情
報
を
取
得
す
る
と
き
は
、
当
該
手
続
を
行
う
者
の
同
意
を
得
て
、
当
該
情
報
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
意
を
し
た
者
は
、
第
一
項
の
申
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

一 

国
税
庁
長
官 
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出

そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続 

 

二 

厚
生
労
働
大
臣 

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
の
請
求
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
手
続 

 

三 

地
方
公
共
団
体
の
長 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の

請
求
、
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
手
続 

 

（
口
座
名
簿
の
記
載
事
項
） 

第
七
条 

口
座
名
簿
に
は
、
前
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
（
同
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
申
出
を
し
た
も
の
と
み
な
さ



 

  
 

六

れ
る
者
を
含
む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
す
る
。 

 

一 
氏
名 

 

二 

生
年
月
日 

 

三 

住
所 

 

四 

個
人
番
号 

 

五 

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先 

 

六 

預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
に
係
る
金
融
機
関
等
及
び
そ
の
店
舗
並
び
に
預
金
又
は
貯
金
の
種
別
及
び
口
座
番
号
並
び
に

預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
名
義
人
の
氏
名 

 

七 

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項 

 

（
口
座
名
簿
情
報
の
管
理
） 

第
八
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
口
座
名
簿
情
報
を
適
切
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 



  
 

七

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

百 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ 
特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等
に 

 

 
 
 

確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名 

関
す
る
法
律
に
よ
る
給
付
名
簿
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
付
名
簿 

 

 
 
 

簿
等
の
作
成
等
に
関
す
る
法 

を
い
う
。
別
表
第
二
の
百
二
十
一
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
給
付 

 

 
 
 

律
（
令
和
二
年
法
律
第 

 
 
 

名
簿
情
報
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
名
簿
情
報
を
い
う
。
同
表
の
百
二 

 

 
 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す 

十
一
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で 

 

 
 
 

る
行
政
機
関
等
の
長 

 
 

 
 

定
め
る
も
の 



 

  
 

八

 
 

百
一 

内
閣
総
理
大
臣 

 
 

 
 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等
に 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

関
す
る
法
律
に
よ
る
口
座
名
簿
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
口
座
名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

簿
を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
口
座
名
簿
情
報
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
口
座 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

名
簿
情
報
を
い
う
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

も
の 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

市
町
村
長 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

社
会
福
祉
協
議
会 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
若
し 

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別
表
第
二
の
三
十
の
項
中 

 

く
は
日
本
年
金
機
構 

務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 

  

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「

「



  
 

九

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又
は
共
済
組
合
等 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
若
し 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

く
は
日
本
年
金
機
構 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

又
は
共
済
組
合
等 

 

 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票
関
係  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

情
報
、
児
童
手
当
関
係
情
報
又
は  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報
で
あ  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

内
閣 

 

社
会
福
祉
法
に
よ
る
生
計
困
難
者  

 
 
 
 

市
町
村
長 

 
 
 

 

住
民
票
関
係
情
報
、
児
童
手
当
関 

 
 
 

  
 
 

に
対
し
て
無
利
子
又
は
低
利
で
資  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

係
情
報
又
は
介
護
保
険
給
付
等
関 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

に
、 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

を 
  

 
 

 

金
を
融
通
す
る
事
業
の
実
施
に
関  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定 

 
 
 

  
 
 

「

「

」



 

  
 

一
〇

 

す
る
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

め
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
定
め
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主  

 

 

務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

総
理
大
臣 

 
 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
成
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣 

 
 

失 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

に
改
め
、
同
表
の
七
十
九
の
項
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
号
に
規
定
す
る
事
項
（
以
下
「  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
座
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
で 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

市
町
村
長 

 
 
 
 

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務 

 
 
 
 
 
 

」

」

」

「

「



  
 

一
一

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業
等
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ
て 

 
 

 
 

厚
生
労
働
大
臣 

 
 

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
表
の 

務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

 
 

口
座
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

市
町
村
長 

 
 
 
 

住
民
票
関 

 
 

 
 
 
 

 
 

市
町
村
長 
 

 
 
 

住
民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

省
令
で
定 

九
十
六
の
項
中 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

を 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 
  

 
 
 

内
閣
総
理
大
臣 

 
 

口
座
関
係 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
で
定
め 

係
情
報
で
あ
っ
て
主
務  

め
る
も
の 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

情
報
で
あ
っ
て
主
務
省  

「

」

「

」

」



 

  
 

一
二

る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

百
二
十
一 

特
定 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実 

市
町
村
長 

 
 
 
 

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務 

 
 
 

給
付
金
等
の
迅 

な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 

速
か
つ
確
実
な 

作
成
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
給 

内
閣
総
理
大
臣 

 
 

口
座
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省  

 

 
 
 

給
付
の
た
め
の 
付
名
簿
の
作
成
又
は
給
付
名
簿
情 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 

給
付
名
簿
等
の 

報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ 

 

 
 
 

作
成
等
に
関
す 

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

る
法
律
第
三
条 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

第
一
項
に
規
定 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

す
る
行
政
機
関 

 

 
 
 

等
の
長 

 

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
） 

」



  
 

一
三

第
三
条 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
別
表
第
一
中
一
の
十
の
項
を
一
の
十
二
の
項
と
し
、
一
の
二
の
項
か
ら
一
の
九
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
一
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

一
の
二 
国
の
機
関
又
は
法
人 

 
 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

項
の
給
付
名
簿
の
作
成
又
は
同
法
第
五
条
の
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 

 
 

一
の
三 

内
閣
府 

 
 

 
 

 
 
 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
口
座
名
簿
の
作
成
又
は
同
法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

第
八
条
の
口
座
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

め
る
も
の 

 
 

別
表
第
二
中
一
の
八
の
項
を
一
の
九
の
項
と
し
、
一
の
七
の
項
を
一
の
八
の
項
と
し
、
一
の
六
の
項
を
一
の
七
の
項
と
し
、

一
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 

  
 

一
四

 
 

一
の
六 

市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等 

 

 
 
 

機
関 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
給
付
名
簿
の
作
成
又
は
同
法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

第
五
条
の
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

め
る
も
の 

 
 

別
表
第
三
中
一
の
五
の
項
を
一
の
六
の
項
と
し
、
一
の
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

一
の
五 

都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等 

 

 
 
 

執
行
機
関 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
給
付
名
簿
の
作
成
又
は
同
法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

第
五
条
の
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

め
る
も
の 

 

別
表
第
四
中
一
の
九
の
項
を
一
の
十
の
項
と
し
、
一
の
六
の
項
か
ら
一
の
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
一
の
五

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

一
の
六 

市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等 

 

 
 
 

機
関 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
給
付
名
簿
の
作
成
又
は
同
法 

 



  
 

一
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

第
五
条
の
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

め
る
も
の 

 

別
表
第
五
中
第
一
号
の
五
を
第
一
号
の
六
と
し
、
第
一
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一
の
五 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
三

条
第
一
項
の
給
付
名
簿
の
作
成
又
は
同
法
第
五
条
の
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の 

 

別
表
第
六
中
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
を
二
の
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

一 

都
道
府
県
知
事
以
外
の
執
行
機 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等 

 

 
 
 

関 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
給
付
名
簿
の
作
成
又
は
同
法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

第
五
条
の
給
付
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

め
る
も
の 

（
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
） 



 

  
 

一
六

第
四
条 

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
附
則
第
五
十
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
一
の
八
の
項
の
改
正
規
定
中
「
別
表
第
一
の
一
の
八
の
項
」
を
「
別

表
第
一
の
一
の
十
の
項
」
に
改
め
る
。 

（
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
と
な
る
場
合
に
は
、
前
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

附
則
第
十
四
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
四
の
一
の
九
の
項
の
改
正
規
定
中
「
別
表
第
四
の
一
の
九
の
項
」
を
「
別

表
第
四
の
一
の
十
の
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



  
 

一
七

 
 

第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四
の
六 

特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法

律
第 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
給
付
金
等
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給

付
名
簿
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
名
簿
情
報
に
関
す
る
こ
と
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
口
座
名

簿
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
口
座
名
簿
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
九
条 

政
府
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
十
二
条
第
四
項
の
検
討
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
緊
急
時
に
お
い
て
行
政
機
関
等
の
事
務
の
正
確
性
の
確
保
及
び
効
率
化
を
通
じ
て
迅
速
か
つ
確
実
に
給

付
金
の
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
災
害
時
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
締
結
し
た
契
約
に
基
づ
く
金
銭
の



 

  
 

一
八

支
払
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
相
続
時
に
お
い
て
相
続
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
等
の
観
点
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
預
金
保
険
機
構
の
役
割
も
含
め
早
期
に
当
該
検
討
の
結
果
を
得
、
当
該
結
果
に
基
づ
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

一
年
以
内
を
目
途
と
し
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
住
民
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
格
の
整
備
及
び
互
換
性

の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

政
府
は
、
前
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘

案
し
、
特
定
給
付
金
等
が
受
給
権
者
に
一
層
迅
速
か
つ
確
実
に
給
付
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
、
受
給
権
者
が
特
定

給
付
金
等
を
よ
り
簡
便
な
方
法
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



  
 

一
九

 
 

 
 
 

理 

由 

 

特
定
給
付
金
等
が
受
給
権
者
に
迅
速
か
つ
確
実
に
給
付
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
給
付
名
簿
の
作
成
等
に
つ
い
て
定
め
る

と
と
も
に
、
給
付
名
簿
情
報
の
正
確
性
の
確
保
及
び
給
付
名
簿
の
作
成
等
に
関
す
る
事
務
の
効
率
的
な
処
理
に
資
す
る
た
め
の

口
座
名
簿
の
作
成
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





  
 

二
一

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
令
和
二
年
度
約
百
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


